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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オーディオ／ビデオ・ルータとによってディジタル・オーディオ信号およびディジタル
・ビデオ信号をルーティングする方法であって、
　（ａ）前記オーディオ／ビデオ・ルータの少なくとも１つのビデオ出力部にディジタル
・ビデオ信号をルーティングするステップと、
　（ｂ）所定のタイミング形式を有する、少なくとも１つのディジタル・オーディオ信号
をバッファリングするステップと、
　（ｃ）前記ディジタル・オーディオ信号を所定量バッファリングする際に、所定のタイ
ミング形式に、前記ディジタル・オーディオ信号のタイミングを合わせなおすステップと
、
　（ｄ）前記オーディオ／ビデオ・ルータの少なくとも１つのオーディオ出力部に前記デ
ィジタル・オーディオ信号をルーティングするステップと、
　（ｅ）前記ディジタル・ビデオ信号および前記ディジタル・オーディオ信号がそれぞれ
前記少なくとも１つのビデオ出力部および前記少なくとも１つのオーディオ出力部にルー
ティングされたときに、前記ディジタル・オーディオ信号を前記ディジタル・ビデオ信号
に埋め込むステップと、
を含む、前記方法。
【請求項２】
　前記ディジタル・オーディオ信号は、バッファリングを行う前に前記ビデオ信号から取
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り出されてなる請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　複数のソースからのオーディオ信号が、前記少なくとも１つのビデオ出力部にルーティ
ングされ、当該ビデオ出力部におけるチャンネルの複数の異なるグループ内に埋め込まれ
る請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記グループの順番が動的に変化する請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記グループ内のチャンネルを入れ替えるステップをさらに含む請求項３に記載の方法
。
【請求項６】
　前記グループ内のチャンネルを合算して前記グループのチャンネルの少なくとも１つに
挿入されるモノラルの信号を供給する請求項３に記載の方法。
【請求項７】
　前記（ｂ）～（ｅ）の各々のステップが前記ビデオ信号に埋め込まれた複数のオーディ
オ信号の各々のために繰り返される請求項２に記載の方法。
【請求項８】
　前記ディジタル・オーディオ信号のタイミングがＡＥＳ形式に準拠するように合わせな
おされる請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　入来するビデオ信号からのビット・クロックおよびシリアル・データ・ストリームを復
元するステップと、
　前記ビット・クロックおよびシリアル・データ・ストリームをデシリアライズすること
によってワード・クロック、さらに、ビデオおよび埋め込まれたオーディオを含むパラレ
ル・データ・ストリームを発生させるステップと、
　前記パラレル・データ・ストリームからオーディオ・データを抽出するステップと、
　により埋め込みされた前記ディジタル・オーディオが取り出される請求項２に記載の方
法。
【請求項１０】
　少なくとも１つの脱埋め込み回路であって、入来するビデオ信号に埋め込まれた少なく
とも１つのディジタル・オーディオを取り出し、所定のタイミング形式を有し、ビデオ信
号と、当該脱埋め込み回路内で十分な量のオーディオ・データを確保するためにバッファ
リングされた少なくとも１つのディジタル・オーディオ信号を生成する、前記脱埋め込み
回路と、
　ビデオ・クロスポイント・スイッチであって、当該ビデオ・クロスポイント・スイッチ
の別個の入力部で受信された各脱埋め込み回路からのビデオ信号を少なくとも１つの当該
ビデオ・クロスポイント・スイッチの出力部にルーティングする、当該ビデオ・クロスポ
イント・スイッチと、
　オーディオ・クロスポイント・スイッチであって、当該オーディオ・クロスポイント・
スイッチの入力部で受信された、少なくとも１つのバッファリングされたディジタル・オ
ーディオ信号を、少なくとも１つの当該オーディオ・クロスポイント・スイッチの出力部
にルーティングする、当該オーディオ・クロスポイント・スイッチと、
　少なくとも１つの埋め込み回路であって、前記オーディオ・クロスポイント・スイッチ
によってルーティングされた前記少なくとも１つのディジタル・オーディオ信号をバッフ
ァリングし、前記ディジタル・ビデオ信号および少なくとも１つのディジタル・オーディ
オ信号が互いに関連する各出力部にルーティングされたときに、前記ディジタル・ビデオ
信号内に少なくとも１つのディジタル・オーディオ信号を埋め込む、当該埋め込み回路と
、
を含む、オーディオ／ビデオ・ルータ。
【請求項１１】
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　前記少なくとも１つの脱埋め込み回路は、
　前記入来するビデオ信号からのビット・クロックおよびシリアル・データ・ストリーム
を復元する手段と、
　前記ビット・クロックおよびシリアル・データ・ストリームをデシリアライズすること
によってワード・クロック、さらに、ビデオおよび埋め込まれたオーディオを含むパラレ
ル・データ・ストリームを生成する手段と、
　前記パラレル・データ・ストリームからオーディオ・データを抽出する手段と、
　前記抽出されたディジタル・オーディオ信号をバッファリングする手段と、
　バッファリングの後、前記抽出されたディジタル・オーディオ信号をフォーマットする
手段と、
をさらに含む請求項１０に記載のオーディオ／ビデオ・ルータ。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの埋め込み回路は、
　前記ビデオ・クロスポイント・スイッチによってルーティングされるビデオ信号からビ
ット・クロックおよびシリアル・データ・ストリームを復元する手段と、
　前記ビット・クロックおよびシリアル・データ・ストリームをデシリアライズしてワー
ド・クロック、さらに、ビデオおよび埋め込まれたオーディオを含むパラレル・データ・
ストリームを生成する手段と、
　前記オーディオ・クロスポイント・スイッチによってルーティングされた前記ディジタ
ル・オーディオ信号をデシリアライズする手段と、
　前記デシリアライズされたディジタル・オーディオ信号をバッファリングする手段と、
　前記パラレル・ストリーム内で、前記デシリアライズおよびバッファリングされたオー
ディオを挿入する手段と、
　ディジタル・ビデオおよびディジタル・オーディオを含む前記パラレル・データ・スト
リームをシリアライズする手段と、
を含む請求項１０に記載のオーディオ／ビデオ・ルータ。
【請求項１３】
　前記バッファリングする手段が先入れ先出しデバイスである請求項１１に記載のオーデ
ィオ／ビデオ・ルータ。
【請求項１４】
　前記バッファリングする手段が先入れ先出しデバイスである請求項１０に記載のオーデ
ィオ／ビデオ・ルータ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願とのクロスリファレンス）
　本出願は、米国特許法第１１９条（ｅ）項の下で２００４年１０月７日付で出願された
米国仮特許出願第６０／６１６,８０８号の優先権を主張するものであり、その開示内容
を本明細書中に盛り込むものとする。
【０００２】
　本発明は、オーディオ信号およびビデオ信号をルーティングする技術に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ディジタル符号化技術の到来により、現在、ビットストリームにおいて１つ以上のオー
ディオ信号を符号化することが可能となっており、「ディジタル・オーディオ」または「
ディジタル・オーディオ信号」が作成される。例えば、ＡＥＳ（Ａｕｄｉｏ　Ｅｎｇｉｎ
ｅｅｒｉｎｇ　Ｓｏｃｉｅｔｙ）は、ディジタル・オーディオ信号のための特定の規格（
ＡＥＳ３－１９９２、１９９７年改定）を制定している。この規格は、２つのチャンネル
のグループを定義し、これらのチャンネルは、ステレオ・ペアの２つのチャンネルを表す
ことが多い。このようなディジタル・オーディオ信号の伝送および配送は、専用のリンク
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、即ち、ディジタル・オーディオ信号のみを搬送するリンクを介する信号の伝送によって
行われる。代替的には、このようなディジタル・オーディオ信号は、ディジタル・ビデオ
信号に多重化され、即ち、埋め込まれ、単一の経路を介してルーティングされるオーディ
オおよびビデオが組み合わされた信号を生み出す。通常、幾つかのＡＥＳグループを単一
のビデオ信号に多重化させることができ、このようなグループは一緒になって、マルチチ
ャンネルのサラウンド・サウンドや、幾つかの言語のオーディオ（音声）や、メイン・プ
ログラムおよび視覚障害者に対する説明としてのオーディオ（音声）など、特別のオーデ
ィオ信号を表す。オーディオ信号が埋め込まれたこのようなビデオ信号は、ビデオ・ルー
タによってルーティングされるが、このアプローチでは、ビデオおよびオーディオを独立
してルーティングしたり、各グループの再割り当てを行ったり、特定の言語を選択したり
、必要な場合にステレオ・ペアを入れ替えたりすることが可能ではない。
【０００４】
　現在、上述した機能を達成するためにディジタル・オーディオ信号およびディジタル・
ビデオ信号をフレキシブルにルーティングすることは、別個のオーディオ・ルータおよび
ビデオ・ルータをそれぞれ使用することによって行われる。入力ビデオ信号の各々には、
１つ以上のディジタル・オーディオ信号が埋め込まれているが、このビデオ信号には、通
常、埋め込まれたディジタル・オーディオ信号を取り出す脱埋め込み処理（ｄｅ‐ｅｍｂ
ｅｄｄｉｎｇ）が施される。この処理は、クロック信号を復元すること、さらに、ディジ
タル・ビデオ信号からディジタル・オーディオ信号を多重分離（ｄｅｍｕｌｔｉｐｌｅｘ
ｉｎｇ）により分離することを含む。ディジタル・ビデオ信号およびディジタル・オーデ
ィオ信号は同一の送信先にルーティングされる。特定のディジタル・ビデオ信号と同一の
送信先にルーティングされるディジタル・オーディオ信号は、通常、このディジタル・ビ
デオ信号に多重化される。例えば、オーディオ・ルータの第１の送信先にルーティングさ
れたディジタル・オーディオ信号を、ビデオ・ルータの第１の送信先でディジタル・ビデ
オ信号に埋め込むことができ、結果として、必要なオーディオが埋め込まれた単一のビデ
オ出力を得ることができる。好ましくは、ディジタル・オーディオ・ルータは、米国特許
第６，１０４，９９７号に開示されたマルチチャンネルのスワッピング（ｍｕｌｔｉ-ｃ
ｈａｎｎｅｌ　ｓｗａｐｐｉｎｇ）を可能にする受信機を備えている。このアプローチで
は、或るソースからのビデオに対し、１つ以上の別のソースから生じたオーディオを埋め
込んだものを出力とすることができる。さらに、出力されるビデオにおける各オーディオ
・グループの順番を、ソースでの順番とは別にすることができ、オプションとして、必要
な場合には、ステレオ・ペアを入れ替えることができる。
【０００５】
　オーディオをルーティングし、送信先で多重化されたものをアセンブリーする処理にお
いては、様々な他の処理を実行することもできる。例えば、或る多重化においては、英語
がオーディオ・グループ＃１に存在しなければならず、フランス語がオーディオ・グルー
プ＃２に存在する伝送回路に対して信号を供給するが、別の伝送回路では同じビデオを必
要とするものの、言語グループが逆にされ、フランス語が第１の位置に現れる場合がある
。別の送信先では、モノラル・オーディオが要求される伝送回路に対して信号を供給する
場合がある。この場合、グループの２つのチャンネルが合算され、合算されたものが、出
力の多重化されたものにおけるグループのチャンネル「Ａ」および／または「Ｂ」に存在
することになる。これらの処理、さらに多くの同様の処理は、本発明を使用し、さらに、
米国特許第６，１０４，９９７号明細書に開示されたマルチチャンネルのスワッピングを
可能にする受信機を備えるルータによって実行可能である。
【０００６】
　ディジタル・オーディオ信号およびディジタル・ビデオ信号をルーティングする本アプ
ローチでは、ビデオ・ルータの各入力の前段に、埋め込まれたディジタル・オーディオを
取り出すための脱埋め込み回路（ｄｅ‐ｅｍｂｅｄｅｒ）が設けられ、ビデオ・ルータの
各出力の後段に、埋め込み回路（ｅｍｂｅｄｄｅｒ）が設けられることが必要である。各
脱埋め込み回路は、クロック・タイミングの復元、デシリアライゼーション（ｄｅ－ｓｅ
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ｒｉａｌｉｚａｔｉｏｎ）、およびオーディオの抽出を行うための複数の別個のブロック
を含む。各埋め込み回路は、クロック・タイミングの復元、デシリアライズ、ディジタル
・オーディオ信号の挿入、およびシリアライゼーション（ｓｅｒｉａｌｉｚａｔｉｏｎ）
を行う。今日のオーディオ・ルータおよびビデオ・ルータ自体、脱埋め込み回路および埋
め込み回路と同様のタスクの幾らかを実行するため、これらのデバイスの機能を重複させ
て設けることにより、コストが増加し、複雑さが増大している。
【０００７】
　従って、オーディオ信号およびビデオ信号のルーティングを簡略化し、１つ以上のソー
スの１つ以上のグループからのオーディオを多重化された出力におけるグループに仕向け
る際のフレキシビリティを向上させる技術に対する需要が存在する。
【特許文献１】米国特許第６，１０４，９９７号明細書
【発明の開示】
【０００８】
（発明の概要）
　簡潔に言えば、本原理に係る例示的な実施の形態に従って、ディジタル・オーディオ信
号およびディジタル・ビデオ信号をルーティングする技術が提供される。この方法は、デ
ィジタル・ビデオ信号を、通常、ビデオ・クロスポイント・スイッチによって、少なくと
も１つの出力にルーティングすることによって開始される。少なくとも１つのディジタル
・オーディオ信号がバッファリングされる。バッファリング、即ち、オーディオを遅延さ
せる目的は、十分なデータをバッファリングし、ビデオ・ラインにオーディオ・データが
少なくなっているか、オーディオ・データが存在しないアンダーフローの状態が起こらな
いようにすることである。バッファリングされたオーディオ・データのタイミングは、所
定のタイミング形式に合わせなおされる。バッファリングおよびタイミングの合わせなお
しの後、ディジタル・オーディオ信号は、通常、オーディオ・クロスポイント・スイッチ
によって、少なくとも１つの送信先にルーティングされる。互いに関連する送信先にルー
ティングされると、ディジタル・オーディオ信号は、多重化された信号の出力となる前に
ディジタル・ビデオに埋め込まれる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　後述するように、本原理のディジタル・オーディオ／ビデオ・ルータは、オーディオ信
号およびビデオ信号を所与の送信先に好適にルーティングし、ディジタル・オーディオ信
号をディジタル・ビデオ信号に埋め込む際の複雑さが低減されている。本原理のディジタ
ル・オーディオ／ビデオ・ルータがどのように従来技術のものと異なるかを理解するため
に、２つの従来技術に係るルータの概略的な説明が有用になるであろう。
【００１０】
　図１は、従来技術に係るオーディオ／ビデオ・ルータ・システム１００を概略的に示す
ブロック図である。従来技術に係るオーディオ／ビデオ・ルータ・システム１００は、複
数のデマルチプレクサ１４０１～１４０ｎからなるデマルチプレクサ・バンク１２０を含
む。ｎは整数である。各デマルチプレクサ１４０１～１４０ｎは、ディジタル・オーディ
オが埋め込まれた入力ディジタル・ビデオ信号を多重分離し、ビデオ・ルータ１６０およ
びオーディオ・ルータ１８０の別個の入力に供給される別個のディジタル・ビデオ信号お
よびディジタル・オーディオ信号を発生させる。ディジタル・ビデオ・ルータ１６０は、
１つ以上の所与の入力または１つ以上の所与の出力において各ディジタル・ビデオ信号を
ルーティングし、ディジタル・オーディオ・ルータ１８０は、１つ以上の所与の入力また
は１つ以上の所与の出力において、各ディジタル・オーディオ信号をルーティングする。
複数のマルチプレクサ２００１～２００ｍ（ｍは整数）は、関連するディジタル・ビデオ
・ルータ１６０の出力とディジタル・オーディオ・ルータ１８０の対応する出力からの１
つ以上のディジタル・オーディオ信号を多重化する。従って、例えば、マルチプレクサ２
００１は、ディジタル・ビデオ・ルータ１６０の第１の出力からのディジタル・ビデオ信
号とディジタル・オーディオ・ルータ１８０の第１の出力からのディジタル・オーディオ
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信号を多重化する。同様に、マルチプレクサ２００２は、ディジタル・ビデオ・ルータ１
６０の第２の出力からのディジタル・ビデオ信号とディジタル・オーディオ・ルータ１６
０の第２の出力のディジタル・オーディオ信号を多重化する。
【００１１】
　図１のビデオ・ルータ１６０およびオーディオ・ルータ１８０には、機能の重複という
短所がある。ビデオ・ルータ１６０およびオーディオ・ルータ１８０の各々は、それぞれ
の入力で等化処理を実行するが、このような等化処理は、各デマルチプレクサ１４０１～
１４０ｎの内部で行われる。同様に、ビデオ・ルータ１６０およびオーディオ・ルータ１
８０の各々は、各デマルチプレクサ１４０１～１４０ｎが行うように、それぞれの入力信
号のクロッキングをやりなおす（ディジタル信号タイミングの同期をやりなおす）。さら
に、ビデオ・ルータ１６０およびオーディオ・ルータ１８０の各々は、それぞれの出力信
号のクロッキングをやりなおす。このようなクロッキングのやりなおしは、各ビデオ／オ
ーディオ・マルチプレクサ２００１～２００ｍによっても実行される。このような機能の
重複により、コストが増加し、その他の問題も生じる。
【００１２】
　図２は、本発明の原理の例示的な実施の形態に係るオーディオ／ビデオ・ルータ２００
を概略的に示すブロック図である。ルータ２００は、ビデオ・クロスポイント・スイッチ
２０２およびオーディオ・クロスポイント・スイッチ２０４を含み、それぞれのスイッチ
は、そのスイッチの入力での信号をそのスイッチの１以上の出力にルーティングすること
ができる。ビデオ・ルータ１６０およびオーディオ・ルータ１８０とは異なり、ビデオ・
クロスポイント・スイッチ２０２およびオーディオ・クロスポイント・スイッチ２０４は
、等化機能やクロッキングをやりなおす機能を有さず、これにより、後述した内容から良
好に理解されるように、システムの複雑さが低減される。
【００１３】
　ビデオ・クロスポイント・スイッチ２０２によってルーティングされることになる入来
するディジタル・ビデオ信号は、まず、通常は、等化回路２０６によって等化処理される
。脱埋め込み回路２０５は、図３を参照して詳細に説明するが、等化回路２０６によって
等化処理されたディジタル・ビデオ信号に埋め込まれているディジタル・オーディオ信号
が存在する場合には、このディジタル・オーディオ信号を多重分離する機能を有する。図
２にははっきりと示されていないが、ビデオ・クロスポイント・スイッチ２０２の入力お
よび出力の各々には、関連する埋め込み回路および脱埋め込み回路がそれぞれ存在する。
実際には、入来するビデオ信号は、オーディオが埋め込まれると、少なくとも１つであり
、４つもの別個のグループのオーディオ・グループを含むこととなり、各グループは、Ａ
ＥＳ３規格に従った２つのチャンネルを含む。従って、各グループは、２つの信号の「ス
トリーム」または「ペア」からなり、各ストリームは、２つまでのオーディオ・チャンネ
ル、通常は、左右のステレオ・チャンネルからなる。なお、各グループにおける各信号は
、他のものと独立して存在することができる。通常、ディジタル・ビデオ信号は、１つま
たは２つの埋め込みされたステレオ・ディジタル・オーディオ・グループを有する。グル
ープ内のチャンネルは、合算（ｓｕｍｍｉｎｇ）されて、グループのチャンネルのうちの
少なくとも１つに挿入されるモノラルの信号を提供することもできる。
【００１４】
　このビデオ信号は、埋め込まれたオーディオが取り出されている場合があり、ビデオ・
クロスポイント・スイッチ２０２の入力の１つに受け渡される。一方、ディジタル・ビデ
オ信号に埋め込まれていたが、取り出されたディジタル・オーディオ信号は、オーディオ
・クロスポイント・スイッチ２０４の入力に受け渡される。各ディジタル・ビデオ信号か
らのディジタル・オーディオ信号は、単一のエンティティとしてルーティングすることが
でき、複数の入力からのオーディオを、送信先で多重化されたものの複数の異なるグルー
プにルーティングすることができる。代替的には、例えば、オーディオ・クロスポイント
・スイッチ２０４の各入力における１つまたは２つのステレオ・ディジタル・オーディオ
・チャンネルを、同一の送信先にルーティングすることができる。なお、オーディオは、
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「抽出」されるか、取り出されてディジタル・オーディオ・ストリームが得られるが、こ
の処理は、コピーする処理としてもよく、必ずしも、オーディオはビデオ・ストリームか
ら削除されない。別個のオーディオのルーティングが不要である場合には、多重化された
オーディオをそのままにしてもよく、既存のオーディオ・データを新たなオーディオが挿
入されるときに出力で削除してもよい。
【００１５】
　なお、オーディオは、ビデオから抽出されるか、取り出されてディジタル・オーディオ
・ストリームが得られるが、この処理は、コピーする処理としてもよく、必ずしも、オー
ディオはビデオ・ストリームから削除されない。別個のオーディオのルーティングが不要
である場合には、多重化されたものをそのままにしてもよく、既存のオーディオ・データ
を新たなオーディオが挿入されるときに出力で削除してもよい。
【００１６】
　各入力ディジタル・ビデオ信号から抽出されたディジタル・オーディオ信号のルーティ
ングに加えて、さらに、オーディオ・クロスポイント・スイッチ２０４は、ビデオ信号と
は独立して受信されるディジタル・オーディオ信号のルーティングを行う。例えば、オー
ディオ・クロスポイント・スイッチ２０４は、スイッチ入力で受信した受信回路２０７か
らのオーディオ信号のルーティングを行う。
【００１７】
　ビデオ・クロスポイント・スイッチ２０２およびオーディオ・クロスポイント・スイッ
チ２０４によるディジタル・ビデオ信号およびディジタル・オーディオ信号のルーティン
グは、通常、独立して行われる。従って、例えば、ビデオ・クロスポイント・スイッチ２
０２の第１の入力でディジタル・ビデオ信号は、スイッチの出力Ｍにルーティングされる
。逆に、ビデオ信号に当初埋め込まれたディジタル・オーディオは、オーディオ・クロス
ポイント・スイッチ２０４の出力Ｎにルーティングされる。通常、Ｍ＝Ｎではないが、こ
のことは必須ではない。
【００１８】
　実際には、各オーディオ・クロスポイント・スイッチ２０４の出力のディジタル・オー
ディオ信号は、ビデオ・クロスポイント・スイッチ２０２の関連する出力に現れるディジ
タル・ビデオ信号に埋め込まれる。このような埋め込みは、図４を参照して詳細に説明す
る埋め込み回路２０８を介して行われる。従って、例えば、オーディオ・クロスポイント
・スイッチ２０４の出力＃１のディジタル・オーディオ信号は、ビデオ・クロスポイント
・スイッチ２０２の出力＃１にルーティングされたビデオ信号に、必要であれば、既に埋
め込み済のオーディオに差し替えて埋め込まれる。ドライバ回路２１０はディジタル・ビ
デオと埋め込み回路２０８によって埋め込まれたオーディオ信号出力を同軸ケーブルまた
はその他の伝送媒体に結合させる機能を有する。図２にはっきりと示していないが、オー
ディオ・クロスポイント・スイッチ２０４の出力＃２のディジタル・オーディオ信号は、
ビデオ・クロスポイント・スイッチ２０２の出力＃２のディジタル・ビデオ信号に埋め込
まれる。同様に、例えば、オーディオ・クロスポイント・スイッチ２０４の出力＃３のデ
ィジタル・オーディオ信号は、ビデオ・クロスポイント・スイッチ２０２の出力＃３のデ
ィジタル・ビデオ信号に埋め込まれる。
【００１９】
　図３は、図２のルータ２００と共に使用される脱埋め込み回路２０５を概略的に示すブ
ロック図である。図３の脱埋め込み回路２０５は、１つ以上のディジタル・オーディオ信
号のグループが埋め込まれた入力ディジタル・ビデオ信号を受信するクロック／タイミン
グ・ビット復元回路３００を含む。クロック／タイミング・ビット復元回路３００は、ク
ロック信号を復元し、出力にビット・クロックおよびシリアル・データの信号を生成する
。デシリアライザ回路３０２は、クロック／タイミング・ビット復元回路３００からのビ
ット・クロックおよびシリアル・データの信号を、ディジタル・ビデオ信号および埋め込
まれたディジタル・オーディオ信号を生成するワード・クロック信号よびパラレル・デー
タ・ストリームに変換する。
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【００２０】
　ワード・クロック信号およびパラレル・データ・ストリームは、オーディオ・データ削
除回路３０４、第１のオーディオ・データ抽出回路３０６、第２のオーディオ・データ抽
出回路３０８、およびＡＥＳクロック／タイミング発生回路３１０の各々に受け渡される
。オーディオ削除回路３０４は、デシリアライザ回路３０２から受信したパラレル・デー
タ・ストリーム内に埋め込まれたディジタル・オーディオを除去し、ビデオ・クロスポイ
ント・スイッチ２０２の入力での受信のためにワード・クロックと同期したディジタル・
ビデオ信号を発生させる。オーディオ・データ抽出回路３０６、３０８の各々は、デシリ
アライザ回路３０２によって生成されたパラレル・データ・ストリーム内に埋め込まれた
オーディオ信号の別個のグループを抽出する機能を有する。実際には、埋め込まれたオー
ディオは、ＡＥＳディジタル・オーディオ信号の２つのグループを含むため、２つの抽出
回路３０６、３０８が存在する。埋め込まれたディジタル・オーディオ信号のグループの
数の増減により、抽出回路の数が増減する。
【００２１】
　ＡＥＳクロック／タイミング発生回路３１０は、デシリアライザ回路３０２からのワー
ド・クロックおよびパラレル・データ・ストリームを使用してクロック信号を発生させ、
ＡＥＳ（Ａｕｄｉｏ　Ｅｎｇｉｎｉｅｅｒｉｎｇ　Ｓｏｃｉｅｔｙ）に準拠したディジタ
ル・オーディオ信号の適切なタイミングを維持する。放送、専門の動画業界で使用される
ディジタル・オーディオ信号は、通常、ＡＥＳ規格に準拠している。従って、入力ビデオ
信号に埋め込まれていたが、取り出されたＡＥＳ準拠のディジタル・オーディオ信号を同
期させなおす機能が重要である。入力ディジタル・ビデオから除去されたディジタル・オ
ーディオ信号がＡＥＳ規格に準拠しないが、異なるタイミングの条件を有する別の規格に
準拠している場合には、クロック／タイミング回路３１０は、このような規格にディジタ
ル・オーディオ信号を同期させなおす。実際には、ＡＥＳクロック／タイミング発生回路
３１０には、位相ロックド・ループまたは直接合成回路が含まれる。
【００２２】
　オーディオ・データ抽出回路３０６、３０８によって抽出されたディジタル・オーディ
オ信号のグループは、バッファ３１２および３１４のそれぞれでバッファリングされ、そ
れぞれのバッファ３１２、３１４は、先入れ先出し（ＦＩＦＯ：　Ｆｉｒｓｔ　ｉｎ　Ｆ
ｉｒｓｔ　ｏｕｔ）デバイスの形態をとり、ディジタル・オーディオ信号のグループのバ
ッファリングを行う。抽出回路３０６、３０８の場合と同様に、埋め込まれるディジタル
・オーディオ信号のグループの数が増加すれば、バッファの数が増加することになる。バ
ッファ３１２および３１４の各々は、新たな入力ディジタル・ビデオ信号の各々から抽出
されたディジタル・オーディオ信号を受信する。始動の際、または、オーディオ・データ
が切換えられるか、壊れている場合には、バッファ３１２および３１４がクリアされ、バ
ッファが所定のレベルに達するように、十分な量のデータが受信されるまで、データが蓄
積される。これにより、出力において、所定のレベルに至ったことを示す信号が発生する
。通常、各バッファは、十分なサイズを有し、入来するビデオ信号に埋め込まれたディジ
タル・オーディオの伝送の変化により、アンダーフローやオーバーフローは発生しない。
【００２３】
　ＡＥＳフォーマッタ回路３１６および３１８の各々は、バッファ回路３１２および３１
４の各々における適切なレベルに達した旨の信号を受信すると、それぞれ、関連するバッ
ファ回路３１２および３１４からデータの読み出しを開始する。ＡＥＳフォーマッタ／シ
リアライズ回路３１６および３１８は、関連するバッファから受信された各グループ内の
ディジタル・オーディオ信号をＡＥＳ形式にフォーマットし、信号を回路３１０からのＡ
ＥＳクロック信号に同期させる。バッファリングされたディジタル信号がＡＥＳ形式とは
異なる形式であれば、フォーマッタ／シリアライズ回路が信号を適切にフォーマットする
。ＡＥＳフォーマッタ／シリアライズ回路３１６および３１８によって出力された各グル
ープ内のＡＥＳ形式にフォーマットされたディジタル・オーディオ信号は、図２のオーデ
ィオ・クロスポイント・スイッチ２０４の入力に受け渡される。
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【００２４】
　図４は、埋め込み回路２０８を概略的に示すブロック図である。埋め込み回路２０８は
、図３のクロック／タイミング・ビット復元回路３００と同様のクロック／タイミング・
ビット復元回路４００を含む。クロック／タイミング・ビット復元回路４００は、図２の
ビデオ・クロスポイント・スイッチ２０２の特定の出力（例えば、出力＃１）からディジ
タル・ビデオ信号出力を受信する。クロック／タイミング・ビット復元回路４００は、こ
のディジタル・ビデオからのクロック信号を復元し、回路出力でビット・クロック信号お
よびシリアル・データ信号を提供する。デシリアライザ回路４０２は、クロック・タイミ
ング・ビット復元回路４００からのビット・クロック信号およびシリアル・データ信号を
、オーディオ・データ挿入回路４０４に入力するためのワード・クロック信号およびパラ
レル・データ・ストリームに変換する。
【００２５】
　オーディオ・データ挿入回路４０４は、ビデオ・クロスポイント・スイッチ２０２の特
定の出力から受信し、その後、クロック・タイミング・ビット復元回路４００およびデシ
リアライザ回路４０２によって処理されたビデオ信号にディジタル・オーディオのグルー
プを挿入する（即ち、埋め込む）機能を有する。オーディオ挿入回路４０４によって挿入
されるディジタル・オーディオ信号のグループは、一対のＦＩＦＯデバイス４０６および
４０８から得られる。ＦＩＦＯデバイス４０６および４０８の各々は、別々のＡＥＳ受信
機／デシリアライザ回路４１０および４１２のから受信されるオーディオ・データをバッ
ファリングする。ＡＥＳ受信機／デシリアライザ回路４１０および４１２の各々は、入力
においてオーディオ・クロスポイント・スイッチ２０４の出力に現れるそれぞれのＡＥＳ
ディジタル・オーディオ信号グループを受信する。このオーディオ・クロスポイント２０
４の出力は、ディジタル・ビデオ信号をクロック／タイミング・ビット復元回路４００に
供給したビデオ・クロスポイント・スイッチ２０２の出力に対応する。バッファ３１２お
よび３１４と同様に、ＦＩＦＯデバイス４０６および４０８は特定のレベルまで満たされ
、オーディオ伝送の変化によるバッファのアンダーフローを防止する。
【００２６】
　オーディオ挿入回路４０４にＡＥＳディジタル信号の２つのグループ（例えば、ディジ
タル・オーディオ信号の２つのグループ（例えば、２つのステレオＡＥＳディジタル信号
））を提供するためには、２つのＡＥＳ受信機／デシリアライザ回路４１０および４１２
、さらに、２つのＦＩＦＯデバイス４０６および４０８をそれぞれ使用することが必要と
なる。ディジタル・オーディオ信号のグループの数が増加すると、より多くのデバイスが
必要となる。
【００２７】
　オーディオ・データ挿入回路４０４は、ＦＩＦＯデバイス４０６および４０８によって
バッファリングされたディジタル・オーディオ信号のグループをデシリアライザ回路４０
２からオーディオ・データ挿入回路４０４によって受信されたパラレル・データ・ストリ
ームの形態のビデオに挿入する。通常のプラクティスにおいては、オーディオ・データ挿
入回路４０４は、必要なオーディオを挿入する前に、既に埋め込まれたオーディオを削除
する。シリアライザ回路４１４は、オーディオ・データ挿入回路４０４によって出力され
たワード・クロックおよびパラレル・データ・ストリームからシリアライズされたディジ
タル・ビデオ信号を生成する。
【００２８】
　脱埋め込み回路２０５内のバッファ３１２および３１４および埋め込み回路２０８内の
バッファ４０６および４０８は、信号をバッファリング、または遅延させ、ＡＥＳストリ
ームまたは埋め込まれたオーディオにおけるアンダーフロー（ギャップ）またはオーバー
フロー（欠落）の発生を阻止する。これらのバッファは、初期化処理を施され、この間に
、データを読み出す前に半分ほど満たされる。初期化の後、埋め込み回路２０８の中のバ
ッファ４０６および４０８は、一定のレートでバッファに書き込まれるオーディオ信号を
受信するが、ビデオ信号内で配送されるオーディオに一致するように可変のレートでデー
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ディオは、大部分のラインの水平方向の補助スペースにおいて現れることができるが、ス
イッチ・ラインなどの特定のライン上には現れない。脱埋め込み回路２０５の場合には、
バッファ３１２および３１４は、異なるレートでデータを受信するが、一定のレートでデ
ータを読み出す。
【００２９】
　フレームに渡って、バッファのレベルは、初期化が完了したポイントの上下を上昇、下
降する。異なる機器／ベンダーは、ビデオ信号におけるオーディオの伝送が異なるため、
脱埋め込み回路２０５内のバッファ３１２および３１４は、通常、不十分に伝送されたオ
ーディオを取り扱うために余分のスペースを有する。埋め込み回路２０８では、伝送につ
いては既知のままである。望ましい場合には、サンプルの損失の潜在的リスクを伴いなが
ら、バッファがオーバーフローするのを待つのではなく、ビデオのラインに基づいて「準
備完了（ｒｅａｄｙ）」レベルの調節が行われる。
【００３０】
　上述した内容は、従来技術のデバイスの余分な機能を取り除くことによって複雑さを低
減させるオーディオ／ビデオのルーティングに関するものであり、オーディオのグループ
またはチャンネルを独立してルーティングする際のフレキシビリティを向上させる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】従来技術に係るオーディオ／ビデオ・ルータを概略的に示すブロック図である。
【図２】本発明の原理の好ましい実施の形態に係るオーディオ／ビデオ・ルータを概略的
に示すブロック図である。
【図３】図２のオーディオ／ビデオ・ルータと共に使用される脱埋め込み回路を概略的に
示すブロック図である。
【図４】図２のオーディオ／ビデオ・ルータと共に使用される埋め込み回路を概略的に示
すブロック図である。
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